
福 

津 

市 

花 

見 

区

自
治
会

 

規 

約 

第 

一 

章 
 

名 

称 

第
一
条 

 
 

本
区
を
福
津
市
花
見
区
と
称
す
る

 

第 

二 

章 
 

目
的
及
事
業 

第
二
条 

 
 

本
区
居
住
民
相
互
の
融
和
親
睦
並
び
に
住
民
の
福
祉
の
増
進
と
生
活
環
境
の
向
上
計
る
以
て
目

的
と
す
る

 

第
三
条 

 
 

前
条
の
目
的
達
成
の
た
め
に
行
う
事
業
は

総
会
又
は
役
員
会
に
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る

 
第 
三 

章 
 

区
の
構
成
及
区
費 

第
四
条 

 
 

本
区
は
福
津
市
花
見
一

二
区

三
区

四
区
に
居
住
す
る
世
帯
主
を
以
て
構
成
す
る

 

第
五
条 

 
 

本
区
居
住
民

世
帯
主

及
び
本
区
に
事
業
場
を
置
く
法
人
よ
り
区
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る

 

第
六
条 

 
 

前
条
の
区
費
に
つ
い
て
は
別
に
附
則
以
て
之
を
定
め
る

 

第 

四 

章 
 

資
産
及
会
計 

第
七
条 

 
 

本
区
の
資
産
は
福
津
市
か
ら
の
交
付
金

区
費
及
寄
附
金
そ
の
他
か
ら
な
る

 

第
八
条 

 
 

本
区
の
資
産
は

総
区
長
が
之
を
管
理
し
そ
の
方
法
は
役
員
会
に
は
か
り
定
め
る

 

第
九
条 

 
 

本
区
の
資
産
の
内
現
金
は
之
を
宗
像
農
業
協
同
組
合
に
預
入
れ
る
も
の
と
す
る

 

第
十
条 

 
 

年
度
末
に
お
い
て
剰
余
金
を
生
じ
た
と
き
は
総
会
の
議
決
を
経
て
全
部
又
は
一
部
を
次
年
度
に

繰
越
し
又
は
積
立
金
と
し
て
積
立
て
る
も
の
と
す
る

 

第 

五 

章 
 

予
算
及
決
算 

第
十
一
条 

 

本
区
の
毎
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
は
年
度
開
始
前
に
総
会
の
議
決
に
附
し
歳
入
歳
出
決
算
は
そ

の
年
度
末
財
産
目
録
と
共
に
総
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る

 

第
十
二
条 

 

予
算
外
支
出
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
役
員
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る

 

第
十
三
条 

 

本
区
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
を
以
て
終
る

 

第 

六 

章 
 

役 
 

員 

第
十
四
条 

 

本
区
に
左
の
役
員
を
置
く

 
 
 

一

 
 

区
長
四
名

内
一
名
総
区
長

副
区
長
兼
会
計

内
一
名
総
会
計

各
組
組
長
一
名

内
組

長
幹
事
各
区
二
名

 
 
 

二

 
 

別
に
会
計
監
査
員

ブ
ロ

ク
長

四
名 

第
十
五
条 

 

本
区
の
役
員
選
出
方
法
は
左
の
通
り
と
す
る

 
 
 

一

 
 

各
区
の
当
年
及
び
前
年
度
の
組
長
幹
事

ブ
ロ

ク
長
四
名

を
中
心
と
し
各
区
の
当
年
度
組

長
若
干
名
を
加
え
選
考
委
員
会
を
結
成
し

選
考
委
員
会
が
各
区
の
区
長
一
名

副
区
長

会

計

一
名
を
選
出
す
る

 
 
 

二

 
 

選
出
さ
れ
た
各
区
の
区
長

副
区
長
八
名
で
総
区
長
一
名

総
会
計
一
名
を
互
選
す
る

 
 
 

三

 
 

組
長
は
各
隣
組
組
員
内
で
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る

組
長
幹
事
は
各
区
組
長
の
互
選
と
す
る

 
 
 

四

 
 

会
計
監
査
委
員
は
組
長
幹
事

ブ
ロ

ク
長

よ
り
選
出
す
る

 



第
十
六
条 

 

役
員
の
職
務
は
左
の
通
り
と
す
る

 
 
 

一
 
 

区
長
は
各
区
の
区
務
を
処
理
す
る

総
区
長
は
総
区
を
代
表
し
区
務
を
統
轄
す
る

 
 
 

二
 
 

副
区
長
兼
会
計
は
各
区
の
区
長
を
補
佐
し
会
計
事
務
を
司
る

総
会
計
は
総
区
の
会
計
事
務
を

司
る

 
 
 

三

 
 

組
長
は
組
を
代
表
し
一
般
連
絡
事
務
事
項
に
あ
た
る

組
長
幹
事

ブ
ロ

ク
長

は
組
長
ブ

ロ

ク
の
世
話
役
活
動
を
す
る

 
 
 

四

 
 

会
計
監
査
員
は
会
計
事
務
を
監
査
す
る

 
 

第
十
七
条 

 

役
員
の
任
期
は
左
の
通
り
と
す
る

 

一

 

区
長

総
区
長

副
区
長
兼
会
計

総
会
計

は
二

年
と
す
る

但
し
再
選
は
妨
げ
な
い 

二

 

会
計
監
査
は
一

年
と
す
る

 
 
 

三

 
 

組
長
は
原
則
と
し
て
一

年
と
す
る

 
 
 

四

 
 

組
長
以
外
の
役
員
で
や
む
を
得
ぬ
事
情
に
よ
り
辞
職
し
た
場
合

後
任
役
員
の
任
期
は
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す
る

 

五

  
 

役
員
の
任
期
終
了
後
も
後
任
者
の
就
任
迄
は
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る

 
 

第 

七 

章 
 

顧 
 

問 

第
十
八
条 

 

本
区
に
顧
問
若
干
名
置
く
こ
と
が
出
来
る

 
 
 

一

 
 

顧
問
は
役
員
会
の
推
薦
に
よ
り
総
会
の
議
決
を
経
て
総
区
長
が
委
嘱
す
る

 
 
 

二

 
 

顧
問
は
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
総
区
長
の
諮
問
に
応
へ
る

 
 

第 

八 

章 
 

会 
 

議 

第
十
九
条 

 

会
議
は
総
会

役
員
会
及
び
組
長
会
の
三
種
と
す
る

 

第
二
十
条 

 

会
議
は
総
区
長
が
召
集
す
る

又
各
区
の
役
員
会
は
各
区
の
区
長
が
招
集
す
る

 

第
二
十
一
条 

区
民
及
び
組
長
の
三
分
の
一
以
上
の
連
名
に
よ
り
会
議
の
目
的
議
題
を
示
し
て
請
求
が
あ
れ
ば

総
区
長
又
は
各
区
長
は
そ
の
会
議
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

第
二
十
二
条 

総
会
は
毎
年
一
回
こ
れ
を
開
く 

但
し
必
要
に
応
じ
臨
時
に
開
く
こ
と
が
出
来
る

役
員
会
は

必
要
に
応
じ
随
時
こ
れ
を
開
く

 

第
二
十
三
条 

総
会
は
構
成
員
の
二
分
の
一
以
上

含
委
任
状

役
員
会
は
三
分
の
二
以
上
の
出
席
が
な
け
れ

ば
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
出
来
な
い

 

第
二
十
四
条 

会
議
の
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
に
よ
る
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る 

第
二
十
五
条 

役
員
会
に
は
左
の
事
項
を
附
議
す
る

 
 
 

一

 
 

本
区
の
事
業
運
営
に
関
す
る
事
項

 
 
 

二

 
 

予
算
決
算
に
関
す
る
事
項

 
 
 

三

 
 

総
会
に
附
議
す
る
事
項

 
 
 

四

 
 

総
会
の
議
決
で
委
任
さ
れ
た
事
項

 

五

 
 

規
約
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
事
項

 
 
 

六

 
 

資
産
管
理
に
関
す
る
事
項

 

七

 
 

そ
の
他
総
区
長
及
び
区
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

 
 



第
二
十
六
条 

総
会
に
は
左
の
事
項
を
附
議
す
る

 
 
 

一
 
 

予
算
決
算
に
関
す
る
事
項

 
 
 

二
 
 

区
費
に
関
す
る
事
項

 
 
 

三

 
 

役
員
に
関
す
る
事
項

 
 
 

四

 
 

規
約
の
変
更
に
関
す
る
事
項

 

五

 
 

財
産
の
処
分
に
関
す
る
事
項

 
 
 

六

 
 

事
業
運
営
に
関
す
る
事
項

 

七

 
 

そ
の
他
重
要
事
項

 

第 

九 

章 
 

分
区
及
解
散 

第
二
十
七
条 

分
区
及
び
区
の
解
散
を
な
す
場
合
は
左
の
如
く
定
め
る

 
 
 

一

 
 

分
区
の
場
合
は
区
民
の
二
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
 
 

二

 
 

解
散
の
場
合
は
区
民
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
 

第 

十 

章 
 

公
共
事
業 

第
二
十
八
条 

本
区
は
左
の
公
共
事
業
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る

 
 
 

一

 
 

毎
年
施
工
さ
れ
る
道
路
愛
護
の
行
事

 
 
 

二

 
 

市
消
防
団
区
関
係
団
員
へ
の
援
助
及
び
必
要
器
具
の
整
備 

 

第 

十
一 

章 
 

附 

則 

第
二
十
九
条 

区
費
に
つ
い
て
左
の
如
く
定
め
る

 
 
 

一

 
 

区
民
割
当
の
も
の
は
原
則
と
し
て
均
等
割
と
し

や
む
え
ざ
る
も
の
に
対
し
て
は
役
員
協
議
の

上
半
額
又
は
全
免
す
る
も
の
と
す
る

 
 
 

二

 
 

法
人
割
当
の
も
の
は
各
事
業
所
の
規
模
に
応
じ
役
員
協
議
の
上
適
宜
決
定
す
る

 
  

第 

三
十 

条 

こ
の
規
則
は
昭
和
四
十
九
年
四
月
七
日
よ
り
実
施
す
る

 

一

  
 

平
成 

十
五 

年
四
月
一
日
改
定 

二

  
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
改
定 

三

  
 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
改
定 

 

内 

規 
 

役
員
の
任
期
に
つ
い
て 

一

 

一
期
は

二
年
と
す
る

 

二

 

再
選
は
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
が
最
長
連
続
し
て
三
期
六
年
間
と
す
る

但
し
同
一
区
に
お
い
て
区

長
及
び
副
区
長
が
同
時
に
辞
任
す
る
と
き
は

ど
ち
ら
か
が
一
期
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る 

三

 

こ
の
内
規
は
平
成
二
十
四
年
四
月
よ
り
適
用
し

過
去
の
任
期
は
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る

 
 




